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漁 業 経 営 調 査
平成17年家族型経営調査（東シナ海区）

【調査結果の概要】

１ 家族型漁船漁業（１世帯当たり平均）

（２）総所得
漁業所得に漁業外所得を加えた総所得は

403万円で、前年に比べ4.1％減少しました。

これは、漁業所得は前年並みとなったもの

の、漁業外所得が226万円で前年に比べ7.4％減少したためです。

この結果、漁業依存度（総所得に占める漁業所得の割合。）は、43.9％となり前年を

2.0ポイント上回りました。

統計調査結果で使用している統計値は、以下のアドレスからデータとしてご利用いただけます。
【http://www.kyushu.maff.go.jp/toukei/ht_all.html】
この統計調査における調査の目的、調査の対象などは、【調査の仕様】７Ｐに記載しています。

（１）漁業所得
家族型漁船漁業の漁業所得は、前年並みの

177万円となりました。

これは、漁業収入が441万円で前年に比べ

0.4％減少したものの、漁業支出が264万円で

1.0％減少したためです。

また、漁業支出を科目別にみると、油費が

24.7％と最も高い割合を占め、次いで減価償

却費の17.8％、販売手数料の10.8％の順にな

っています。

表１ 平成17年家族型漁船漁業の概要（１世帯当たり平均）

平.17 16
万円 万円 ％

177 176 0.5 
441 443 △ 0.4 
264 267 △ 1.0 
226 244 △ 7.4 
403 420 △ 4.1 
43.9 41.9 (2.0)

注：1　対前年増減率欄の（　）の数値は、前年とのポイント差です。

　　2　集計数は、98経営体です。
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漁 業 外 所 得
総 所 得

区　　　　　分

○家族型漁船漁業とは、個人で海面漁業を営み、家族労働を主とし、かつ動力漁船を用いた漁業を主

として営む経営体をいいます。

図１ 漁業支出の構成割合
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２ 家族型小型定置網漁業（１世帯当たり平均）

（１）漁業所得

家族型小型定置網漁業の漁業収入は715万

円、漁業支出は457万円で、漁業収入から漁

業支出を差し引いた漁業所得は258万円とな

りました。

漁業支出を科目別にみると、減価償却費が

22.2％と最も高い割合を占め、次いで販売手

数料の13.0％、漁具費の12.8％の順になって

います。

（２）総所得

漁業所得に漁業外所得を加えた総所得は

418万円となりました。

この結果、漁業依存度（総所得に占める漁

業所得の割合。）は、61.8％となりました。

表２ 平成17年家族型小型定置網漁業の概要（１世帯当たり平均）

図２ 漁業支出の構成割合

○家族型小型定置網漁業とは、個人で海面漁業を営み、家族労働を主とし、かつ小型定置網漁業を主

として営む経営体をいいます。

金　　　　　　額
万円

258 
715 
457 
160 
418 
61.8 

注：　集計数は、６経営体です。
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【統計表】
１　家族型漁船漁業(１世帯当たり平均）

（１）東シナ海区平均

    （ 概         況 ） %
人  3.50  3.49 0.01  0.3

〃  1.48  1.50 △ 0.02 △ 1.3

隻 0.3 0.3 0.0  0.0

Ｔ 0.16 0.18 △ 0.02 △ 11.1

隻  1.1  1.0 0.1  10.0

Ｔ  3.85  3.78 0.07  1.9

日   152   154 △  2.0 △ 1.3

人  1.67  1.69 △ 0.02 △ 1.2

〃   394   393 1.0  0.3

時間  1 862  1 889 △  27.0 △ 1.4

うち雇 用 労 働 時 間 〃   112   126 △  14.0 △ 11.1

㎏  6 721  6 670 51.0  0.8

うち魚 類 〃  4 150  3 786 364.0  9.6

    （ 経営の総括 ）

千円  4 032  4 204 △  172.0 △ 4.1

〃  1 769  1 761 8.0  0.5

〃  4 409  4 428 △  19.0 △ 0.4

うち漁 業 生 産 物 収 入 〃  4 372  4 380 △  8.0 △ 0.2

〃  2 640  2 667 △  27.0 △ 1.0

うち雇 用 労 賃 〃   151   168 △  17.0 △ 10.1

漁 船 費 〃   199   242 △  43.0 △ 17.8

漁 具 費 〃   167   174 △  7.0 △ 4.0

油 費 〃   653   577 76.0  13.2

販 売 手 数 料 〃   284   277 7.0  2.5

事 務 ・ 管 理 費 〃   42   38 4.0  10.5

漁業部門負債利子 〃   31   37 △  6.0 △ 16.2

物件税・公課諸負担 〃   160   161 △  1.0 △ 0.6

減 価 償 却 費 〃   470   505 △  35.0 △ 6.9

〃  2 263  2 443 △  180.0 △ 7.4

〃   33   58 △  25.0 △ 43.1

〃  2 230  2 385 △  155.0 △ 6.5

〃  2 276  2 444 △  168.0 △ 6.9

うち 労　賃　収　入 〃  1 210  1 295 △  85.0 △ 6.6

〃   46   58 △  12.0 △ 20.7

うち 負　債　利　子 〃   38   32 6.0  18.8

〃   640   612 28.0  4.6

〃  3 392  3 592 △  200.0 △ 5.6

〃  3 313  3 279 34.0  1.0

〃   79   313 △  234.0 △ 74.8

    （ 分  析  指  標 ）

％  43.9  41.9 2.0 －

〃  53.4  53.7 △  0.3 －

〃  40.1  39.8 0.3 －

千円   969  1 029 △  60.0 △ 5.8

〃   947   940 7.0  0.7

％  97.7  91.3 6.4 －

世帯員１人当たり可処分所得

世 帯 員 １ 人 当 た り 家 計 費

平 均 消 費 性 向

経 済 余 剰

漁 業 依 存 度

漁家所得による家計費充足率

漁 業 所 得 率

事 業 外 支 出

租 税 公 課 諸 負 担

可 処 分 所 得

家 計 費

漁 業 外 所 得

漁 業 外 事 業 所 得

事 業 外 所 得

事 業 外 収 入

経 営 体 総 所 得

漁 業 所 得

漁 業 収 入

漁 業 支 出

最 盛 期 の 漁 業 従 事 者 数

延 べ 労 働 人 員

投 下 労 働 時 間

漁 獲 量

船 外 機 付 船 ト ン 数

動 力 船 隻 数

動 力 船 ト ン 数

出 漁 日 数

対前年増減率

年 度 始 め 世 帯 員 数

漁 業 従 事 世 帯 員 数

船 外 機 付 船 隻 数

単位 平.17 16 対前年差区　　　　　分　
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（２）　経営体階層別平均（使用動力漁船の合計トン数別）

    （ 概         況 ）

人  3.00  4.00  4.04  3.95

〃  1.43  1.42  1.64  2.31

隻 0.4 0.2 0.2 0.3

Ｔ 0.19 0.13 0.14 0.13

隻  1.0  1.0  1.4  1.3

Ｔ  2.21  4.27  7.48  14.17

日   139   157   184   189

人  1.58  1.61  2.12  2.68

〃   340   395   535   817

時間  1 320  2 059  3 059  4 560

うち 雇 用 労 働 時 間 〃   14   100   403   942

㎏  2 771  6 222  12 175  60 153

うち 魚 類 〃  1 494  3 947  7 579  39 217

    （ 経営の総括 ）

千円  3 674  4 069  5 003  6 349

〃  1 284  1 890  3 013  4 258

〃  2 313  4 646  9 747  18 814

うち 漁 業 生 産 物 収 入 〃  2 287  4 632  9 591  18 681

〃  1 029  2 755  6 733  14 555

うち 雇 用 労 賃 〃   8   108   565  1 686

漁 船 費 〃   76   198   604   935

漁 具 費 〃   93   193   383   383

油 費 〃   217   743  1 510  3 968

販 売 手 数 料 〃   127   276   761  1 426

事 務 ・ 管 理 費 〃   16   40   101   299

漁業部門負債利子 〃   4   32   108   222

物件税・公課諸負担 〃   65   186   355   769

減 価 償 却 費 〃   204   546  1 047  2 065

〃  2 390  2 179  1 990  2 090

〃   15   32   110   99

〃  2 375  2 147  1 880  1 991

〃  2 437  2 162  1 961  2 030

うち 労　賃　収　入 〃  1 168  1 349  1 114   512

〃   62   16   82   39

うち 負　債　利　子 〃   54   7   79   27

〃   560   635   880  1 257

〃  3 114  3 434  4 123  5 092

〃  2 911  3 427  4 223  5 599

〃   203   7 △ 100 △   507

    （ 分  析  指  標 ）

％  34.9  46.4  60.2  67.1

〃  44.1  55.2  71.3  76.0

〃  55.5  40.7  30.9  22.6

千円  1 038   859  1 021  1 289

〃   970   857  1 045  1 417

％  93.5  99.8  102.4  110.0

世帯員１人当たり可処分所得

世 帯 員 １ 人 当 た り 家 計 費

平 均 消 費 性 向

経 済 余 剰

漁 業 依 存 度

漁家所得による家計費充足率

漁 業 所 得 率

事 業 外 支 出

租 税 公 課 諸 負 担

可 処 分 所 得

家 計 費

漁 業 外 所 得

漁 業 外 事 業 所 得

事 業 外 所 得

事 業 外 収 入

経 営 体 総 所 得

漁 業 所 得

漁 業 収 入

漁 業 支 出

最 盛 期 の 漁 業 従 事 者 数

延 べ 労 働 人 員

投 下 労 働 時 間

漁 獲 量

船 外 機 付 船 ト ン 数

動 力 船 隻 数

動 力 船 ト ン 数

出 漁 日 数

10～20トン

年 度 始 め 世 帯 員 数

漁 業 従 事 世 帯 員 数

船 外 機 付 船 隻 数

単位 ３トン未満 ３～５ ５～10区　　　　　分　
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２　家族型小型定置網漁業（１世帯当たり平均）

    （ 概         況 ）

人  3.50

〃  1.99

隻  1.5

Ｔ  1.37

隻  1.5

Ｔ 6.67

日   220

人  3.67

〃   789

時間  2 116

うち 雇 用 労 働 時 間 〃   363

㎏  11 949

うち 魚 類 〃  11 046

    （ 経営の総括 ）

千円  4 178

〃  2 580

〃  7 151

うち 漁 業 生 産 物 収 入 〃  7 151

〃  4 571

うち 雇 用 労 賃 〃   429

漁 船 費 〃   304

漁 具 費 〃   585

油 費 〃   476

販 売 手 数 料 〃   596

事 務 ・ 管 理 費 〃   48

漁業部門負債利子 〃   37

物件税・公課諸負担 〃   259

減 価 償 却 費 〃  1 013

〃  1 598

〃   520

〃  1 078

〃  1 139

うち 労　賃　収　入 〃   345

〃   61

うち 負　債　利　子 〃   30

〃   886

〃  3 292

〃  2 852

〃   440

    （ 分  析  指  標 ）

％  61.8

〃  90.5

〃  36.1

千円   941

〃   815

％  86.6

平.17区　　　　　分　

船 外 機 付 船 ト ン 数

動 力 船 隻 数

年 度 始 め 世 帯 員 数

漁 業 従 事 世 帯 員 数

船 外 機 付 船 隻 数

単位

動 力 船 ト ン 数

出 漁 日 数

最 盛 期 の 漁 業 従 事 者 数

延 べ 労 働 人 員

投 下 労 働 時 間

漁 獲 量

経 営 体 総 所 得

漁 業 所 得

漁 業 収 入

漁 業 支 出

漁 業 外 所 得

漁 業 外 事 業 所 得

事 業 外 所 得

事 業 外 収 入

事 業 外 支 出

租 税 公 課 諸 負 担

可 処 分 所 得

家 計 費

世帯員１人当たり可処分所得

世 帯 員 １ 人 当 た り 家 計 費

平 均 消 費 性 向

経 済 余 剰

漁 業 依 存 度

漁家所得による家計費充足率

漁 業 所 得 率
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【調査の仕様】

１ 調査の目的

本統計調査は、漁業経営体の財産状況、収支状況、操業状況等の経営実態を明らかにし、

水産行政等の推進の資料を整備することを目的としています。

２ 調査対象

調査対象は、全国の漁業経営体のうち、個人で海面漁業を営み、家族労働を主とし、か

つ使用動力船の合計トン数が20トン未満の漁船を用いた漁業を主とする経営体及び小型定

置網漁業を主とする経営体としています。

なお、ここでの漁船を用いた漁業を主とする経営体を「家族型漁船漁業」、小型定置網

漁業を主とする経営体を「家族型小型定置網漁業」といいます。

３ 調査期間

調査期間は、平成17年１月１日～12月31日までの１年間です。

４ 調査方法

調査漁業経営体による収支・労働に関わる日記帳の記帳（自計申告）及び職員の面接調

査による聞き取りを行い取りまとめています。

５ 調査経営体数

○家族型漁船漁業 ：98経営体

○家族型小型定置網漁業： 6経営体

注： 集計数は、調査期間中の出漁日数が30日未満、又は廃業した調査経営体以外を集

計対象としています。

表 家族型漁船漁業の区分

区分（経営体階層） 区 分 方 法

３ ト ン 未 満 使用動力漁船の合計トン数が３トン未満

（船外機付船のみを使用したものを含む。）

３ ～ ５ 使用動力漁船の合計トン数が３トン以上５トン未満

５ ～ 10 〃 ５トン以上10トン未満

10～20トン未満 〃 10トン以上20トン未満

６ 用語の解説

○ 漁業収入とは、調査期間１年間の漁業経営によって得られた収入の総額であり、漁獲

物及び収獲物の販売収入、現物処理（自家消費、物々交換等を行った漁獲物及び収獲物）

の評価額のほか、漁業用生産手段の一時的賃貸料のような漁業経営にとって付随的な収

入も含んでいます。なお、現物処理の評価は、調査地における市場卸売価格によります。

○ 漁業支出とは、調査期間１年間に漁業経営に要した費用の総額であって、当年に発生

した費用及び当年に負担すべき固定資産の減価償却費を加えたものです。

○ 漁業外所得とは、調査期間１年間に漁業経営以外に経営体が兼営する水産加工業、農

業、林業、商業等の事業によって得られた「漁業外事業所得」に世帯員の労賃収入、年

金収入等によって得られた「事業外所得」を加えたものです。

○ 主要指標の算出方法は次式によります。

(１) 漁業所得 ＝ 漁業収入－漁業支出

(２) 漁業外所得 ＝ 漁業外事業所得＋事業外所得



(３) 総所得 ＝ 漁業所得＋漁業外所得

(４) 漁業依存度 ＝ 漁業所得÷総所得×100

(５) 可処分所得 ＝ 総所得－漁業外租税公課諸負担

(６) 世帯員１人当たり可処分所得 ＝ 可処分所得÷年度始め世帯員数

(７) 世帯員１人当たり家計費 ＝ 家計費÷年度始め世帯員数

(８) 経済余剰 ＝ 可処分所得－家計費

(９) 漁業所得による家計費充足率 ＝ 漁業所得÷家計費×100

(10) 漁業所得率 ＝ 漁業所得÷漁業収入×100

(11) 平均消費性向 ＝ 家計費÷可処分所得×100

７ 統計表の見方等

○ 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、計と内訳が一致しない場合

があります。

○ 統計表中に使用した記号は次のとおりです。

「△」 ： 負数又は減少したものです。

「－」 ： 事実のないものです。

○ 調査結果の詳細については、後日公表する家族型経営調査（海面養殖業）の結果と併

せ、『平成17年東シナ海地域及び九州における漁業動向』に掲載する予定です。

【問い合わせ先】

◎本統計調査結果について

連 絡 先 ：九州農政局統計部経営・構造統計課 経営統計第５係

電 話（代表）：０９６‐３５３‐３５６１（内線４７４０）

電 話（直通）：０９６‐３５３‐７５４１

◎農林水産統計全般について

連 絡 先 ：九州農政局統計部統計企画課企画第２係

電 話（代表）：０９６‐３５３‐３５６１（内線４７２３）

電 話（直通）：０９６‐３５３‐７５５６




